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こうとう区報では、本文の文字に見やすく読み間違えにくいユニバーサルデザインフォントを採用しています。

4月中旬
〜7月中
旬(予定)

受付時期

※①と②は併給されません。

平成28年度臨時福祉給付金（簡素な給付措
置）の対象者のうち、障害基礎年金または
遺族基礎年金を受給している方
(①に該当する方を除く)

②年金生活者等支援臨
時福祉給付金
(低所得の障害・遺族
基礎年金受給者向け)

平成27年度臨時福祉給付金と同様
(基準日は平成28年1／1時点)

消費税率の引上げ(5％→
8％)に伴い、所得の低い
方への負担の影響を緩和
するため暫定的・臨時的
な措置として支給する。

③平成28年度臨時福祉
給付金
(簡素な給付措置)

平成27年度臨時福祉給付金の対象者のう
ち、平成28年度中に65歳以上となる方
(昭和27年4／1以前に生まれた方)

賃金引上げの恩恵が及び
にくい低所得の高齢者等
への支援と高齢者世帯の
所得全体の底上げを図る
ために支給する。

①年金生活者等支援臨
時福祉給付金
(低所得の高齢者向け)

支給対象者概要名称

一人につき
3,000円

一人につき
30,000円

一人につき
30,000円

給付額

9月頃〜
(予定)

9月頃〜
(予定)

所得制限基準額表

5,124,000円4人

5,504,000円5人

3,984,000円1人

4,364,000円2人

4,744,000円3人

平成26年中所得対象所得

扶養親族が5人を超えるときは、1人につき38万円

を加算します。

扶養親族の中に、老人控除対象配偶者、老人扶養

親族、特定扶養親族又は控除対象扶養親族(19歳

未満の者に限る)がいるときは、左記基準額に一

定額を加算します。医療費・社会保険料(一律

80,000円)・配偶者特別控除等については、総所得

より相当額を控除します。

所得制限基準額扶養親族の数

3,604,000円0人

4／1(金)〜8／31(水)適用期間

�
月
か
ら
行
政
不
服
審
査
法
が
改

正
さ
れ
︑
行
政
処
分
に
関
す
る
不
服

申
立
制
度
が
大
き
く
変
わ
り
ま
す
︒

主
な
変
更
事
項
は
︑
次
の
と
お
り

で
す
︒

①
異
議
申
立
を
審
査
請
求
に
統
合

②
審
査
請
求
期
間
を

日
以
内
か
ら

60

た
だ
し
︑
開
示
決
定
に
関
す
る
場

合
な
ど
︑
個
別
の
法
令
に
基
づ
き
③

お
よ
び
④
を
行
わ
ず
︑
現
行
の
手
続

等
に
よ
る
審
査
請
求
も
あ
り
ま
す
︒

▢問
総
務
課
文
書
係

☎
(
�
�
�
�
)
�


�
�

�
か
月
以
内
に
延
長

③
審
理
手
続
を
行
う
審
理
員

の
導
入

④
第
三
者
機
関
で
あ
る
江
東

区
行
政
不
服
審
査
会
へ
の

諮
問
手
続
の
導
入

こ
れ
に
よ
り
︑
審
査
請
求

に
お
け
る
審
理
・
裁
決
の
公

正
性
・
透
明
性
が
よ
り
向
上

し
ま
す
︒

区
が
公
費
助
成
を
行
う
妊
婦
健
診

の
検
査
項
目
に
︑
�
月
か
ら
Ｈ
Ｉ
Ｖ

抗
体
検
査
と
子
宮
頸
が
ん
検
診
が
追

加
さ
れ
ま
す
︒

﹇
Ｈ
Ｉ
Ｖ
抗
体
検
査
﹈
�
回
目
の
妊
婦

健
診
で
実
施
し
ま
す
︒
�
月
以
降
に

�
回
目
の
妊
婦
健
診
を
受
診
さ
れ
る

方
は
︑
�
月
ま
で
に
交
付
さ
れ
た
受

診
票
で
も
公
費
助
成
の
対
象
と
し
て

検
査
を
受
け
ら
れ
ま
す
︒

﹇
子
宮
頸
が
ん
検
診
﹈主
治
医
と
相
談

の
上
︑
受
診
し
て
く
だ
さ
い
︵
原
則
︑

�

回
目
の
妊
婦
健
診
で
実
施
し
ま

す
︶
︒
�
月
中
に
妊
婦
健
診
の
受
診

票
を
交
付
さ
れ
た
方
が
�
月
以
降
に

受
診
す
る
場
合
は
︑
﹁
妊
婦
子
宮
頸

が
ん
検
診
受
診
票
﹂
の
追
加
交
付
を

受
け
る
必
要
が
あ
り
ま
す
︒
追
加
交

付
を
希
望
す
る
方
は
︑
�

月
�

日

︵
金
︶
以
降
に
︑
母
子
健
康
手
帳
を

持
参
し
︑
お
近
く
の
妊
娠
届
受
付
窓

口
ま
で
お
越
し
く
だ
さ
い
︒

な
お
︑
都
内
の
他
区
市
町
村
へ
転

出
し
た
場
合
は
︑
﹁
妊
婦
子
宮
頸
が

ん
検
診
受
診
票
﹂
は
転
出
先
の
自
治

体
で
交
付
し
ま
す
︒
詳
し
く
は
当
該

自
治
体
に
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
︒

▢問
保
健
所
保
健
予
防
課
保
健
係

☎
(
�
�
�
�
)

�


�

豊
洲
子
ど
も
家
庭
支
援
セ
ン
タ
ー

︵
み
ず
べ
︶
で
︑
在
宅
で
子
育
て
を

し
て
い
る
方
の
お
子
さ
ん
を
一
時
的

に
お
預
か
り
す
る
﹁
リ
フ
レ
ッ
シ
ュ

ひ
と
と
き
保
育
﹂
を
開
始
し
ま
す
︒

保
護
者
の
方
の
リ
フ
レ
ッ
シ
ュ
を
目

的
と
し
て
い
る
た
め
︑
買
い
物
︑
美

容
院
等
︑
理
由
を
問
わ
ず
ご
利
用
い

た
だ
け
ま
す
︒

ご
利
用
に
は
事
前
に
面
接
登
録

︵
予
約
制
︶
が
必
要
で
す
︒
母
子
手

帳
を
持
っ
て
お
越
し
く
だ
さ
い
︒

﹇
面
接
登
録
﹈

▢時
�
月
�
日
︵
月
︶
～

月

日
30

︵
月
︶
の
月
・
水
曜
午
前

時
～
午
後

10

�
時
︵
正
午
～
午
後
�
時
を
除
く
︶
︑

金
曜
午
後
�
時
～
�
時
※
�
月
以
降

は
月
曜
日
の
み
※
面
接
登
録
の
日
時

は
�
月
�
日
︵
金
︶

時
よ
り
電
話

10

で
予
約
を
受
け
付
け
ま
す
︒

▢場
豊
洲
子
ど
も
家
庭
支
援
セ
ン
タ

ー
︵
豊
洲

︱


︱

�
︱

�


�
豊

洲
シ
エ
ル
タ
ワ
ー
�
階
︶

保
育
利
用
概
要

﹇
利
用
開
始
日
﹈
�
月
�
日
︵
水
︶
～

﹇
保
育
時
間
﹈月
～
金
曜
�
時
～
正
午
︑

午
後
�
時
～
午
後

時
︒
�
時
間
単

位
で
︑
�
日
あ
た
り
�
時
間
以
内

﹇
休
日
﹈土
・
日
曜
︑
祝
日
︑
年
末
年

区
で
は
︑
対
象
と
な
る
可
能
性
の

あ
る
方
へ
�
月
中
旬
に
申
請
書
を
送

付
し
︑
受
付
を
開
始
す
る
予
定
で
準

備
を
進
め
て
い
ま
す
︒
詳
細
は
︑
区

報
や
区
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で
随
時
お
知

ら
せ
し
ま
す
︒
制
度
の
概
要
は
下
表

を
ご
参
照
く
だ
さ
い
︒

※
�
月
中
旬
に
受
付
開
始
を
予
定
し

て
い
る
の
は
︑
①
年
金
生
活
者
等
支

援
臨
時
福
祉
給
付
金
︵
低
所
得
の
高

齢
者
向
け
︶
の
み
で
す
︒

臨
時
福
祉
給
付
金
の
支
給
を
装
っ

た
振
り
込
め
詐
欺
に
ご
注
意
を

現
時
点
で
︑
区
が
区
民
の
皆
さ
ん

の
世
帯
構
成
や
銀
行
の
個
人
情
報
を

照
会
す
る
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
︒
ま

た
︑
区
や
厚
生
労
働
省
な
ど
が
︑
給

付
金
支
給
の
た
め
に
Ａ
Ｔ
Ｍ
︵
銀
行

・
コ
ン
ビ
ニ
な
ど
の
現
金
自
動
預
払

機
︶
︑
携
帯
電
話
・
パ
ソ
コ
ン
等
の

メ
ー
ル
操
作
︑
手
数
料
な
ど
の
振
込

み
な
ど
を
お
願
い
す
る
こ
と
は
絶
対

に
あ
り
ま
せ
ん
︒

相
談
窓
口
を
開
設

臨
時
福
祉
給
付
金
に
つ
い
て
相
談

窓
口
を
開
設
し
て
い
ま
す
︒

﹇
開
設
場
所
﹈区
役
所
�
階
エ
レ
ベ
ー

タ
ー
ホ
ー
ル

﹇
受
付
時
間
﹈午
前
�
時
～
午
後

時

︵
土
・
日
曜
︑
祝
日
を
除
く
︶
※
区
役

所
の
駐
車
場
は
駐
車
で
き
る
台
数
が

限
ら
れ
て
い
る
た
め
︑
な
る
べ
く
公

共
交
通
機
関
の
ご
利
用
を
お
願
い
し

ま
す
︒

▢問
江
東
区
臨
時
福
祉
給
付
金
コ
ー

ル
セ
ン
タ
ー
※
期
間
に
よ
り
番
号
が

始
︵

月

日
～
�
月
�
日
︶

12

29

﹇
保
育
料
﹈
�
時
間





円

﹇
利
用
定
員
﹈
�
日
あ
た
り
�
名

﹇
利
用
対
象
﹈区
内
在
住
の
生
後
�
か

月
以
上
～
�
歳
児
︵
�
歳
に
達
し
た

日
以
後
の
最
初
の
�
月

日
ま
で
︶

31

で
︑
保
育
園
・
幼
稚
園
に
在
籍
し
て

い
な
い
お
子
さ
ん

▢問
豊
洲
子
ど
も
家
庭
支
援
セ
ン
タ

ー

☎
(
�

�
�
)
�
�
�
�

異
な
り
ま
す
の
で
ご
注
意
く
だ
さ
い
︒

﹇
�
月

日
︵
木
︶
ま
で
﹈

31☎



�


(


�
)
�
�
�
�

※
一
部
︑
Ｉ
Ｐ
電
話
な
ど
で
つ
な
が

ら
な
い
場
合
は

☎
(
�
�
�
�
)
�
�
�


﹇
�
月
�
日
︵
金
︶
か
ら
﹈

☎



�


(


�
)
�
�
�
�

※
つ
な
が
ら
な
い
場
合
は

☎
(
�
�
�
�
)
�
�
�
�

︵
午
前
�
時
～
午
後

時

分
︵
土
・

15

日
曜
︑
祝
日
を
除
く
︶
︶

※
通
話
料
が
か
か
り
ま
す
︒

な
お
︑
厚
生
労
働
省
の
専
用
ダ
イ

ヤ
ル
も
開
設
し
て
い
ま
す
︒

﹇
厚
生
労
働
省
の
相
談
窓
口
︵
専
用

ダ
イ
ヤ
ル
︶﹈

☎



�


(


�
�
)
�
�
�

︵
午
前
�
時
～
午
後
�
時
・
平
日
の

み
︶

こ
の
春
中
学
校
を
卒
業
し
︑
江
東

区
子
ど
も
医
療
費
助
成
︵
⃝子
︶
制
度

の
受
給
が
終
了
︵

歳
に
達
し
た
日

15

以
後
の
最
初
の
�
月

日
ま
で
︶
す

31

る
方
の
う
ち
︑
次
に
該
当
す
る
方
は

心
身
障
害
者
医
療
費
助
成
︵
⃝障
︶
制

度
の
対
象
と
な
り
ま
す
の
で
︑
申
請

手
続
き
を
し
て
く
だ
さ
い
︒

﹇
対
象
と
な
る
方
﹈

次
の
い
ず
れ
か
を
お
持
ち
の
重
度

障
害
の
方
で
︑
健
康
保
険
に
加
入
し

て
い
る
方

〇
身
体
障
害
者
手
帳
�

級
・
�

級

︵
心
臓
・
腎
臓
等
内
部
障
害
に
つ

い
て
は
�
級
ま
で
︶

〇
愛
の
手
帳
�
度
・
�
度

﹇
対
象
と
な
ら
な
い
方
﹈

〇
保
護
者
等
の
所
得
が
所
得
制
限
基

準
額
を
超
え
て
い
る
方
︵
下
表
参

照
︶

〇
生
活
保
護
を
受
給
中
の
方

〇
健
康
保
険
の
自
己
負
担
の
な
い
施

設
に
入
所
し
て
い
る
方

﹇
申
請
に
必
要
な
も
の
﹈

〇
対
象
と
な
る
方
の
身
体
障
害
者
手

帳
ま
た
は
愛
の
手
帳

〇
対
象
と
な
る
方
の
健
康
保
険
証

〇
印
鑑

〇
平
成

年
�
月
�
日
時
点
で
江
東

27

区
に
お
住
ま
い
で
な
か
っ
た
方
は

保
護
者
の
平
成

年
度
課
税
︵
非

27

課
税
︶
証
明
書

▢問
障
害
者
支
援
課
障
害
者
福
祉
係

☎
(
�
�
�
�
)
�
�

�

℻
(
�
�
�
�
)
�
�
�




